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4 共通申請サービス

の画面  
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4.1 ポータル画面の構成 
共通申請サービスにログインすると、申請者用のポータル画面が表示され

ます。ここから、各種操作メニュー画面に移動します。 

 

 

  

新規申請 

1.1 新規申請を行うことが

できます。 

詳し

い操

 

アカウントアイコン 

利用者名を表示しま

す。共通申請サービス

からログアウトする

場合は、「 」ボタン

を押下し、表示された

メニューから「ログア

ウト」を選択してくだ

さい。 

お知らせ 

システムメンテナンス情報など、各種お知らせが表示されます。 

操作マニュアル 

共通申請サービスの操作マニュアルを閲

覧することができます。 

よくあるご質問 

よくあるご質問の内容とその回答を確認

することができます。 

お問合せ 

共通申請サービスのシステムに関するお

問合せをすることができます。 

（ホーム） 

ポータル画面に戻るためのボタンです。 

申請 

種苗業者届出の申請、申請情報の管理、

帳票出力を行います 

各種設定 

個人プロフィール、経営体プロフィール

の確認・修正を行います。 

連携できるサイト 

連携可能な外部シス

テムへのリンクが表

示されます。詳しい操

作方法は 70 ページ

「4.8 連携できるサイ

ト」をご参照くださ

い。 
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過去の申請データ
の確認・活用 

申請の受付・審査の状

況確認や、過去に提出

した申請情報をコピー

して新たな申請を行う

ことができます。 

詳しい操作方法は 115

ページ「6.1.2過去の申

請情報を利用した申

請」をご参照ください。 

ダッシュボード 

申請した内容のステータス別申請件数が表示されます。詳しい

操作方法はエラー! ブックマークが定義されていません。ペー

ジ「エラー! 参照元が見つかりません。エラー! 参照元が見つ

かりません。」をご参照ください。 

通知 

審査結果やお問合せ

に関する通知が表示

されます。 
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画面の文字を大きくしたい場合 

ブラウザの設定で文字のサイズを拡大することができます。 

 

Microsoft Edge の場合 

「 」ボタンを押下して表示されるメニューから、「拡大」の「 」

を押下します。 

 
 

Google Chrome の場合 

「 」ボタンを押下して表示されるメニューから、「ズーム」の「 」

を押下します。 
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4.2 メニュー 
画面上部のメニューについて説明します。 

 

 

メニュー 説明 

申請 申請情報管理 種苗業者届出の申請手続、及び申請した情報の管理をしま

す。また、申請内容が表示された帳票（申請様式）を PDF

ファイルで出力することができます。 

帳票出力 種苗業者届出では使用しません。 

各種設定 個人プロフィー

ル 

共通申請サービスに登録されている、申請者の住所、氏名、

連絡先などの情報（申請者情報）を確認することができま

す。 

経営体プロフィ

ール 

共通申請サービスに登録されている、申請者の経営体情報

を確認・修正することができます。 

代理申請一覧 共通申請サービスでの申請内容の入力・申請を、行政書士

等の申請代行者に委託することができます。 

グループ管理 種苗業者届出では使用しません。 

操作マニュアル 共通申請サービスの操作マニュアルを閲覧することがで

きます。 

よくあるご質問 よくあるご質問の内容とその回答を確認することができ

ます。 

お問合せ Web フォームで共通申請サービスのシステムに関するお

問合せをすることができます。 
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(1) 申請情報管理 

1 「申請」ボタンを押下し、表示された一覧から「申請情報管理」を押下

します。 

 
 

2 「あなたの申請一覧」の画面が表示されます。 

この画面から、新規に申請をすることができます。 

また、入力・申請した申請情報の検索、申請内容の確認、申請の取下、

申請情報を CSV ファイルで出力することができます。 

詳しい操作方法は、109 ページ「6 申請内容の入力・申請」をご参照く

ださい。 
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(2) 個人プロフィール 

1 「各種設定」ボタンを押下し、表示された一覧から「個人プロフィール」

を押下します。 

 

 

2 「申請者情報一覧」の画面が表示されます。 

この画面では、共通申請サービスに登録されている、申請者の住所、氏

名、連絡先などの情報（申請者情報）の確認ができます。 

詳しい操作方法は、93 ページ「5.1.1 個人プロフィール」をご参照く

ださい。 
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(3) 経営体プロフィール 

1 「各種設定」ボタンを押下し、表示された一覧から「経営体プロフィー

ル」を押下します。 

 
 

2 「経営体情報一覧」の画面が表示されます。 

この画面では、共通申請サービスに登録されている、申請者の経営体情

報の確認及び修正ができます。 

詳しい操作方法は、96 ページ「5.1.2 経営体プロフィール」をご参照

ください。 
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(4) 操作マニュアル 

1 「操作マニュアル」ボタンを押下します。 

 

2 「マニュアル一覧」が表示されます。詳しい操作方法は 71 ページ「4.9

マニュアルの閲覧方法」をご参照ください。 
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(5) よくあるご質問 

1 「よくあるご質問」ボタンを押下します。 

 

 

2 「よくあるご質問(FAQ)」が表示されます。詳しい操作方法は 73 ページ

「4.10 よくあるご質問とその回答(FAQ)」をご参照ください。 
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(6) お問合せ 

1 「お問合せ」ボタンを押下します。 

 

 

2 「お問合せ一覧」が表示されます。詳しい操作方法は 77 ページ「4.12 

お問合せ」をご参照ください。 
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4.3 お知らせ 
お知らせには、システムメンテナンス情報のように、共通申請サービスを

利用するユーザに対する告知が表示されます。 

 

4.3.1 画面構成 
  お知らせ 

「掲載日付」が新しい順にお知らせが表示されます。 

新規投稿から 14 日間の間は、左端に「新規」が表

示されます。見出しを押下すると表示順を並べ替え

ることができます。 

詳しい操作方法は、162 ページ「7.1.3 表示順番の

並べ替え」をご参照ください。 

検索機能 

一覧に表示する「通知」の絞り

込みを行うことができます。 

詳しい操作方法は、167 ページ

「7.1.6 リスト検索」をご参照く

ださい。 

ボタン 

表示している画面のページを移動するボタ

ンです。 

詳しい操作方法は、176 ページ「7.1.10 ペ

ージ送り」をご参照ください。 

１ページあたりの表示件数 

１ページに表示する「お知らせ」

の件数を変更できます。 

詳しい操作方法は、160 ページ

「7.1.2１ページあたりの表示件

数の変更」をご参照ください。 

表示件数 

「お知らせ」の総件数と画面に表示している

「お知らせ」の件数（通し番号）です。 
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 お知らせ内容の確認方法 
 

1 確認したいお知らせの「 」ボタンを押下します。 

 
 

2 「お知らせ」の内容が表示されます。 
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4.4 通知 
通知には、申請の審査結果やお問合せの回答などの通知が一覧で表示され

ます。 

 

 画面構成 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

通知 

「通知日付」が新しい順に「通知」が表示されます。 

見出しを押下すると表示順を並び替えることがで

きます。 

詳しい操作方法は、162 ページ「7.1.3 表示順番

の並べ替え」をご参照ください。 

１ページあたりの表示件数 

1 ページに表示する「通知」の件

数を変更できます。 

詳しい操作方法は、160 ページ 

「7.1.2１ページあたりの表示件

数の変更」をご参照ください。 

表示件数 

「通知」の総件数と画面に表示している「通

知」の件数（通し番号）です。 

ボタン 

表示している画面のページを移動するボタ

ンです。 

詳しい操作方法は、176 ページ「7.1.10 ペ

ージ送り」をご参照ください。 

 

検索機能 
一覧に表示する「通知」の絞り込み

を行うことができます。 

詳しい操作方法は、167 ページ

「7.1.6 リスト検索」をご参照くださ

い。 
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 通知内容の確認方法 

 

1 確認したい通知の「 」ボタンを押下します。 

 
 

2 「通知」の内容が表示されます。 

通知内容に URL が含まれている場合、URL を押下すると該当の申請内

容を表示することができます。 
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4.5 定期的に申請する手続 
申請者ご本人が共通申請サービスで過去に申請された手続のうち、定期的

に申請が必要となる手続一覧を表示します。年度単位に申請が必要となる手

続の申請漏れなどを防止するために利用してください。 

 

1 ポータル画面の過去の申請データの確認・活用から「定期的な手続」を

押下します。 
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2 「定期的な手続」が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

検索機能 

一覧に表示する「申請していない

手続」の絞り込みを行うことがで

きます。 

詳しい操作方法は、167 ページ

「7.1.6 リスト検索」をご参照く

ださい。 

 

定期的な手続 

定期的な手続のうち、申請していない手続

を表示します。見出しを押下すると表示順

を並べ替えることができます。 

詳しい操作方法は、162 ページ「7.1.3 表

示順番の並べ替え」をご参照ください。 

表示されている手続の右端の「 」

ボタンを押下すると、その手続の申

請を新規に行うことができます。 

ボタン 

表示している画面のページを移動するボタン

です。 

詳しい操作方法は、176 ページ「7.1.10 ペー

ジ送り」をご参照ください。 

表示件数 

「定期的な手続」の総件数と画面に表示してい

る「定期的な手続」の件数（通し番号）です。 

１ページあたりの表示件数 

１ページに表示する「定期的な手

続」の件数を変更できます。 

詳しい操作方法は、160 ページ

「7.1.2１ページあたりの表示件

数の変更」をご参照ください。 
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3 新規に申請する場合は、「 」ボタンを押下します。 

 

 

4 「申請書の参照」画面が表示され、新規に申請を行うことができます。 
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4.6 よく利用されている手続 
よく利用されている手続を一覧で表示します。 

 

1 ポータル画面の新規申請から「よく利用されている手続を見る」を押下

します。 

 
 

2 「よく利用されている手続」が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

全国タブ 

全国的によく利用されている手続を

表示します。 

地域タブ 

お近くの地域（市区町村内）でよく利

用されている手続を表示します。 

絞込条件 

期間による絞り込み

をすることができま

す。 

よく利用されている手続 

申請数が多い上位 20 件の手続を一覧表示します。 

表示されている手続の右端の「 」ボタンを押下

すると、その手続の申請を新規に行うことができま

す。 

業種タブ 

経営体プロフィールの業種欄に入力

されている業種と同じ業種でよく利

用されている手続を表示します。 
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3 新規に申請する場合は、「 」ボタンを押下します。 

 

 

4 「申請書の編集」画面が表示され、新規に申請を行うことができます。 
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4.7 手続をキーワードで探す 
手続を対象者、目的などの条件で探します。 

 

1 ポータル画面の新規申請から「新規申請」を押下します。 

 

 

2 「手続をキーワードで探す」画面が表示されます。 
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3 キーワードを指定して「検索」を押下します。 

 

 

4 検索結果が画面に表示されます。 
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5 新規に申請する場合は、検索結果の右側にある詳細の「 」を押下しま

す。 

 
 

6 「申請書の編集」が表示され、新規申請を行うことができます。 
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4.8 連携できるサイト 
連携可能な外部システムが確認できます。リンクを押下すると、外部シス

テムへ遷移することができます。また、eMAFF エントリーの場合は、リンク

が非活性となります。本人確認を行い eMAFF プライムを取得することで利

用可能となります。 
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4.9 マニュアルの閲覧方法 
共通申請サービスの操作マニュアルを閲覧することができます。マニュア

ルは PDF ファイルで提供されますので、Adobe Acrobat Reader などでご

覧ください。 

 

1 画面上部のメニューから「操作マニュアル」を押下します。 

 
 

2 「マニュアル一覧」画面が表示されます。 
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3 「マニュアル一覧」画面から、閲覧したいマニュアルの右側にある詳細

の「 」を押下します。 

 
 

4 マニュアルの PDF ファイルがダウンロードされますので、ダウンロー

ド後、ファイルを開いてマニュアルを閲覧します。 

ファイルのダウンロード・閲覧の詳しい操作方法は、183 ページの

「7.3.1 ファイルのダウンロード・閲覧」をご参照ください。 
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4.10 よくあるご質問とその回答(FAQ) 
よくあるご質問の内容とその回答を確認することができます。 

 

1 画面上部のメニューから「よくあるご質問」を押下します。 
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2 「よくあるご質問（FAQ）」が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表示件数 

「よくあるご質問」の総件数と画面に表示し

ている「通知」の件数（通し番号）です。 

ボタン 

表示している画面のページを移動するボタ

ンです。 

詳しい操作方法は、176 ページ「7.1.10 ペ

ージ送り」をご参照ください。 

１ページあたりの表示件数 

１ページに表示する「よくあるご質

問」の件数を変更できます。 

詳しい操作方法は、160 ページ「7.1.2

１ページあたりの表示件数の変更」を

ご参照ください。 

検索機能 

一覧に表示する「よくあるご質問」

の絞り込みを行うことができます。 

詳しい操作方法は、167 ページ

「7.1.6 リスト検索」をご参照くだ

さい。 

検索結果 

「よくあるご質問」を

一覧で表示します。 

検索条件 

「検索結果」に表示する内容を絞り込むための条

件です。画面表示時点では条件を設定していない

状態です。 

詳しい操作方法は、165 ページ「7.1.5 検索条件による絞

り込み表示」をご参照ください。 
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3 「検索条件」に確認したい質問のカテゴリやキーワードを設定し、 

「 」ボタンを押下します。 

 
 

4 回答を確認したい質問の「 」ボタンを押下します。 
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5 「よくあるご質問（FAQ）詳細」画面が表示され、「A（回答）」を確認す

ることができます。 

 
 

6 任意で FAQ の内容についての評価及びご意見・ご要望を入力すること

ができます。「 」ボタンで送信します。 

 
 

7 確認が終了したら、「 」ボタンを押下して画面を閉じます。 
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4.11 お問合せ 
 

Web フォーム、メール、お電話で共通申請サービスのシステムに関するお

問合せをすることができます。 

なお、申請内容などに関するお問合せについては、146 ページ「6.5 申請

に関するお問合せ」をご参照ください。 

 

(1) Web フォームでのお問合せ 

1 画面上部のメニューから「お問合せ」を押下します。 
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2 「お問合せ一覧」が表示されます。 

 

  

検索条件 

「検索結果」に表示する「お問合

せ」の検索条件を指定します。詳

しい操作方法は、165 ページ

「7.1.5 検索条件による絞り込み

表示」をご参照ください。 

お問合せ一覧 

ご自身が発信したお問

合せを一覧で表示しま

す。 

「新規」ボタン 

「お問合せ」を作

成します。 

ボタン 

表示している画面のページを移

動するボタンです。 

詳しい操作方法は、176 ページ

「7.1.10 ページ送り」をご参照

ください。 

１ページあたりの表示件数 

1 ページに表示する「お問合せ」の件数を

変更できます。詳しい操作方法は、160 ペ

ージ「7.1.2１ページあたりの表示件数の

変更」をご参照ください。 

表示件数 

検索結果の総件数と画面に

表示している「お問合せ」の

件数（通し番号）です。 

検索機能 

一覧に表示する「お問合せ」の絞り込み

を行うことができます。詳しい操作方法

は、167 ページ「7.1.6 リスト検索」を

ご参照ください。 
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3 新規のお問合せをする場合、「新規」ボタンを押下します。 

 
 

4 「お問合せ」入力画面が表示されますので、「お問合せ元情報」「お問合

せ内容」を入力します。「お問合せ元情報」の「都道府県、市区町村、連

絡電話番号、連絡メールアドレス」は、個人プロフィールで登録されて

いる内容が標準でセットされます。 
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5 「日付、時刻、お問合せ番号、お問合せステータス、お問合せ先」は、お

問合せ作成時に自動的に入力されます。（入力することはできません。） 

 

 

「お問合せ先」には、お問合せ新規作成時に自動的に「コールセンター」

が入力されます。 
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6 「お問合せ元情報」を入力します。 

 

 

7 「氏名」には、ご自分の氏名が自動的に入力されます。（変更することは

できません） 

 

 

8 「都道府県」を押下し、表示される一覧から、所在地（住所）の都道府県

を選択します。（必須項目） 

 
 

 

9 「市区町村」に、所在地（住所）の市区町村を入力します。 

 

 

10 「連絡先電話番号」、「連絡先メールアドレス」を入力します。 
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※ お問合せ内容に関する確認等のため、連絡をする場合がありますの

で、連絡先の電話番号又はメールアドレスを入力してください。 

11 「お問合せ内容」を入力します。 

 
 

12 「お問合せ分類」を押下し、表示される一覧から、お問合せしたい内容

の分類を押下します。 

 
 

 お問合せをしたい画面の「画面名称」を入力します。 

 

 

14 「対象制度」の入力項目をクリックし、表示された一覧から該当制度を

クリックします。 
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15 お問合せの「タイトル」を入力します。（必須項目） 

 

 

16 「お問合せ内容」を入力します。（必須項目） 

また、連絡情報など、「お問合せ元情報」の入力欄では足りない情報が

あれば、この欄に入力してください。 

 

 

17 「回答」欄にはお問合せに対する回答が表示されます。新規のお問 

合せ作成時は何も表示されていない状態です。 
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18 お問合せ内容入力後、画面右下にある「 」ボタンを押下します。 

 
※ 必須項目である「都道府県」、「タイトル」、「お問合せ内容」のいずれ

かが入力されていない状態で「 」ボタンを押下すると、「（都

道府県／タイトル／お問合せ内容）は必須入力項目です。必ず入力し

てください。」とメッセージが表示されます。 

その場合は、指定された箇所に入力後、再度「 」ボタンを押

下します。 

 

※ お問合せしない場合は「 」ボタンを押下します。 
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19 お問合せが正常に送信されると、「お問合せを送信しました。」と表示さ

れます。 

 

20 「検索結果」に送信したお問合せのステータスが「受付待」として表示

されます。 

 
 

※ お問合せのステータスは以下のとおりです。 

ステータス 内容 

受付待 お問合せを送信し、コールセンターでの受付を待っている状態

です。 

「再問合せ」をした場合も同じ状態となります。 

対応中 コールセンターがお問合せに対応中の状態です。 

回答済 コールセンターから回答が返信された状態です。 

ポータル画面の通知に「照会回答通知」が届き、お問合せの回

答内容欄には回答が記載されています。 

完了 「 」ボタンを押下した状態です。 

該当のお問合せは完了となります。 
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(2) 回答を確認する 

1 コールセンターから回答が返信されると、申請者のメールアドレスに回

答の通知メールが届きます。また、ポータル画面の通知に「照会回答通

知」が届きます。 

通知内容を確認する場合は「 」ボタンを押下します。 

 

2 通知結果が表示されます。 

確認後、「 」ボタンを押下して画面を閉じます。 
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3 「(1)Web フォームでのお問合せ」と同様の操作方法でお問合せ一覧を

表示します。「検索結果」より、確認するお問合せの「 」ボタンを押

下します。 

 
 

4 「お問合せ」画面が表示されます。 

「お問合せ」画面下部の「回答」欄に、回答が表示されます。 

記載された回答内容で問合せが解決できた場合、「 」ボタンを押

下します。 
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5 「お問合せを解決しました。」とメッセージが表示されます。 

「検索結果」のお問合せのステータスが「完了」と表示されます。 

 
 

6 追加でお問合せをする場合は、「 」ボタンを押下します。再問合せ

の画面が表示されるので、お問合せ内容を入力し、「 」ボタンを押

下します。 
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7 画面上部に「再問合せを送信しました」とメッセージが表示されます。 
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画面を閉じる場合は「 」ボタンを押下します。 

 

8 「検索結果」に送信したお問合せがステータス「受付待」として表示さ

れます。 

 
※ 「再問合せ」後の確認方法は、お問合せの確認方法と同じです。 
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(3) メール、お電話でのお問合せ 

  

＜農林水産省共通申請サービス問合せ窓口＞ 

メールアドレス system-helpdesk@emaff-ks.jp  

電話番号 0570-550-410(ナビダイヤル) 

※お電話の場合、通話料はお客様負担となります。 

お電話の受付時間：平日 9 時 30 分～17 時 30 分（土日祝日・年末年始を除く） 

 




